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今日の研修の目的

「 なんとかなりそうじゃん！ 」
と誤信してもらう。

研修を聴き終わったら

「 被災者の皆さん！待っててね！ 」
という気持ちにさせる。
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被災者相談はなんのために？
（究極の目的）

現在そして将来の
不安の軽減

① 生命・身体 ② 住居

③ 生業（暮らし） ④ コミュニティ

⑤ 忘れ去られること
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相談で不安を軽減させる？
それって難しいんじゃ？

大丈夫です！

いつもやっていることと同じです！！

相談者の声に耳を傾け
内容を整理し
解決の糸口を一緒に考える
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相談者の不安（相談前）

① 言葉が通じないかも？

（例） たかもりんかわんとこで、ひゃくしょうばしよっとばって
ん。こんどんじしんで、うちはどぎゃんなかったばってん、なや
がうっくずれたですたい。くにからぜにはでるとですか？

高森（町）の川の側で、農業をしているんですが、今回の地
震で、自宅は無事だったですが、納屋が崩れてしまいました。
国からお金は出るんでしょうか？
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相談者の不安（相談前）

② 場所（地名）が通じないかも？
（熊本地震） 全県で災害救助法も被災者生活再建支援法も適用

（能登半島地震）各県で、適用されている市町村と不適用の市町村が存在

→適用された市町村が分かる色別地図と一覧表を作成 【お土産資料】

（赤） 災害救助法と被災者生活再建支援法の両法が適用

（青） 災害救助法のみ適用

（橙） 被災者生活再建支援法のみ適用

（黄） 両法とも適用なし
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【お土産資料】
（適用色別地図と一覧表）
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色分けしている意味は？（「ちら見」１）

① 「災害救助法」が適用（赤・青）

→ 「応急修理制度」を使える可能性。

→ 「仮設住宅」に入居できる可能性。

② 「被災者生活再建支援法」が適用（赤・橙）

→ 「被災者生活再建支援金」をもらえる可能性。
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コレ持っときゃ安心グッズ

① 適用色別地図と一覧表【お土産資料】

② 永野海弁護士作成資料「ひさぽ」
（瓦版1号2号・被災者支援カード等）

③ 法律相談Ｑ＆Ａ（一弁本）

④ 「ちら見」メモ【お土産資料】
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永野海弁護士作成資料「ひさぽ」
（能登半島地震支援情報瓦版）
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永野海弁護士作成資料「ひさぽ」
（被災者支援カード）
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「災害法律相談Ｑ＆Ａ」
（第一東京弁護士会）2/29まで無料公開
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「相隣関係」の相談

・隣家のブロック塀が、自分の敷地に倒れそうで困っている。

→所有権に基づく妨害予防請求可。自力保全後に費用請求可。

・隣家のブロック塀が、自分の敷地に倒れて、車が傷ついた。

→所有権に基づく妨害排除請求可。自力撤去後に費用請求可。

→被害車両についての損害賠償請求。

（所有者の工作物責任ＶＳ不可抗力）
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工作物責任 ＶＳ 不可抗力
（「ちら見」２）

（古い基準）

→ 「 震度５・震度６基準 」 （仙台地判昭和５６．５．８）

（東日本大震災後の基準）

→ 「 当該ブロック塀が、その当時発生することが予想された地震動に耐
えうる安全性を有していたか否かを個別具体的に検討 」

→ まずは、建築基準法等の規制法の規制が守られていたか？

→ 守られていた場合に、次に「予想された地震動」が問題となる。

→ 災害後に放置した結果の場合、不可抗力が認められにくくなる。
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熊本での事件（新聞資料）
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＜応急危険度判定＞
（目的）二次被害の防止

自宅が無傷でも隣家が倒壊しそうな
ら「赤紙」もあり。

＜罹災証明書＞
（目的）住家の被害の程度を証明
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「罹災証明書」の相談（「ちら見」３）
ー赤紙でも全壊とは限らないー



「罹災証明書」の相談（「ちら見」３）
ー納得いくまで何度でも再調査をー
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「罹災証明書」の相談（「ちら見」３）

○ 「住家」の被災判定
・・・「罹災証明書」

● 「住家以外」（小屋・事業所・納屋等）の被災判定
・・・「被災証明書」※名称は自治体により異なる

◎壊れた「建物」全ての証明書をもらっておく

→「公費解体」の対象となり得るから

18



「応急修理制度」の相談（「ちら見」４）

① 被災者が修理代金をもらえる制度ではない！
→被災者は、修理をしてもらい、代金は、自治体が業者に直接払う（現物支給の原則）
※修理をする前、遅くても修理代金を払う前に自治体に相談必要。

② 修理の対象箇所が限定されている！
→屋根・壁・床・台所・トイレ・浴室等日常生活に不可欠な部分
※修理する前に対象となるかを自治体に確認すべし

③ 「仮設住宅」に入れなくなる！（入居が制限される）
→住める家になったんだから、仮設に入る必要ないでしょ！という理屈
※応急修理制度を利用するかは慎重に判断すべし

④ 「公費解体」が利用できなくなる！
→住める家になったんだから、解体する必要ないでしょ！という理屈
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「仮設住宅」の相談（「ちら見」５）

① 入居要件・・・「半壊」以上

② 「半壊」の場合、「やむを得ず解体行う者」という要件。
しかし、実際に解体する必要ない。
解体する「意思」があれば良い。

③ 入居期間・・・（原則）２年
しかし、大規模災害（特定非常災害）では、延長可能。
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「公費解体」の相談（「ちら見」６）

① 「半壊」以上の「建物」

② 「住家」に限らない→「小屋」「事業所」「納屋」等も対象

③ 解体「後」に費用請求してもお金をもらえる。
※「応急修理制度」との大きな違い

④ （メリット） 解体したら、「全壊」扱いとなる（みなし全壊）
◎ 「仮設住宅」に入居できる！
◎ 「被災者生活再建支援金」を満額もらえる。

⑤ （デメリット）
× 「思い出」は戻らない ×古い「街並み」も消える
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「被災者生活再建支援金」の相談（「ちら見」７）

① 「賃借人」ももらえる！
→自分の建物が壊れたのじゃないので、もらえないと思っている人がいる。
※そこに住んでいないアパートの「大家さん」はもらえない。

②「解体」したら「差額」のもらい忘れに注意！
（例）
●「大規模半壊」だった→（基礎）50万円＋（加算）
「解体」したら→（基礎）100万円との差額50万円＋（加算）

○「中規模半壊」→（基礎）0円＋（加算）（半額）
「解体」したら→（基礎）100万円＋（加算）（満額）

◎「半壊」だった→支援金0円
「解体」したら→（基礎）100万円＋（加算）
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「被災ローン減免制度」（被サロ）

自然災害債務整理

ガイドライン（ＧＬ）
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「被災ローン減免制度」の相談（「ちら見」８）

① 「住宅ローン」に限らない
※教育ローン・マイカーローン・事業者ローン・奨学金等

② 「被災地」に住んでいなくても
適用の可能性あり

→「災害救助法」が適用された「災害」に「起因」
※「岐阜県」に居住し、「金沢市」の会社で働いている。

会社が被災し、収入が減少した結果、既存ローンの支払困難

24



「被サロ」の対象債務者
に伝えて欲しい言葉

「最大債権者（メインバンク）から『着手同
意書』をもらって、弁護士会に提出すれば、
後は弁護士会がやってくれます！」
※「着手同意書」発行の依頼文【お土産資料】を
相談者に渡すのがベスト
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被災者にかけて欲しい言葉

△ 頑張りましょう！

◎ 一緒に考えていきましょう！
また相談してくださいね！！
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「できるしこ」

できることを

無理せず

出来る範囲で
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